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一
般
に
、
「
後
遺
症
」
ま

た
は
「
後
遺
障
害
」
と
は
、

交
通
事
故
等
の
不
慮
の
事
故

に
よ
り
身
体
の
一
部
を
失

い
、
ま
た
は
身
体
の
機
能
に

重
大
な
障
害
を
永
久
に
残
し

た
状
態
を
指
す
が
、
こ
れ
に

関
し
て
は
、
民
事
法
上
の
損

害
賠
償
ま
た
は
傷
害
保
険
の

対
象
と
な
る
場
合
の
認
定
基

準
や
該
当
要
件
な
ど
、
多
く

の
難
し
い
問
題
が
あ
る
。

　
保
険
毎
日
新
聞
社
か
ら
本

年
１
月
に
出
版
さ
れ
た
『
後

遺
障
害
の
認
定
と
異
議
申
立

―
む
ち
打
ち
損
傷
事
案
を
中

心
と
し
て
―
』
は
、
加
藤
久

道
氏
が
日
本
損
害
保
険
協
会

の
医
研
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
損

害
保
険
相
談
・
紛
争
解
決
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

長
年
培
っ
て
き
た
実
務
経
験

に
基
づ
い
て
、
「
実
用
に
役

立
つ
参
考
書
」
を
基
本
的
視

点
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
む
ち
打
ち
損
傷
事

案
を
中
心
と
し

て
、
後
遺
障
害

に
関
す
る
認
定

の
可
否
や
認
定

の
差
異
を
検
討
し
な
が
ら
、

後
遺
障
害
を
理
解
す
る
上
で

必
要
な
事
項
な
ど
を
解
説
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
全
部
で
３
章
か

ら
な
っ
て
お
り
、
３
章
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
意
味
を

持
つ
と
と
も
に
、
相
互
に
関

連
し
て
理
解
が
進
む
構
成
を

と
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
１
章
「
基
礎
知

識
」
で
は
、
後
遺
障
害
の
概

念
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な

基
礎
知
識
と
し
て
、
後
遺
障

害
の
意
義
や
傷
害
保
険
に
お

け
る
傷
害
の
概
念
、
後
遺
障

害
認
定
実
務
に
お
け
る
後
遺

障
害
等
級
制
度
、
後
遺
障
害

認
定
の
実
際
な
ど
に
つ
い
て

説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
後
遺
障
害
等
級
制
度

は
、
一
般
人
に
と
っ
て
は
極

め
て
複
雑
で
分
か
り
に
く
い

も
の
で
あ
る
が
、
同
章
で

は
、
労
災
保
険
の
障
害
等
級

表
に
お
け
る
後
遺
障
害
の
部

位
、
系
列
、
序
列
お
よ
び
等

級
認
定
に
お
け
る
原
則
と
準

則
等
に
つ
い
て
、
簡
潔
か
つ

分
か
り
や
す
く
記
述
し
た
点

が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
、
後

遺
障
害
認
定
に
お
け
る
「
加

重
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解

釈
お
よ
び
当
否
が
争
わ
れ
た
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日
判
決
を
取
り
上
げ
て
検
討

し
、
判
決
後
の
実
務
上
の
変

更
に
つ
い
て
も
解
説
を
加
え

て
い
る
。

　
同
章
で
は
、
ま
た
、
神
経

症
状
12
級
・
14
級
の
認
定
基

準
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
、

非
該
当
と
さ
れ
た
裁
判
例
の

ほ
か
、
14
級
と
し
て
認
定
さ

れ
た
事
例
お
よ
び
12
級
と
認

定
さ
れ
た
事
例
を
挙
げ
て
具

体
的
に
そ
の
相
違
を
検
討
し

て
い
る
。
14
級
と
12
級
の
差

異
は
、
他
覚
所
見
の
有
無
で

あ
る
と
さ
れ
る
が
、
他
覚
所

見
に
つ
い
て
も
、
詳
細
な
解

説
を
行
い
、
自
賠
責
保
険
の

認
定
と
任
意
自
動
車
保
険
の

認
定
に
関
し
て
、
裁
判
例
を

引
用
し
な
が
ら
、
問
題
点
を

指
摘
す
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的

で
あ
る
。

　
次
に
、
第
２
章
「
判
例
紹

介
」
で
は
、
後
遺
障
害
が
争

点
と
な
っ
た
11
個
の
裁
判
例

を
取
り
上
げ
、
各
事
例
に
つ

い
て
後
遺
障
害
認
否
の
事

由
、
等
級
認
定
お
よ
び
関
連

す
る
問
題
点
を
検
討
し
て
い

る
。

　
同
章
の
最
大
の
特
徴
は
、

解
説
に
当
た
り
、
医
学
的
事

項
に
つ
い
て
、
慶
應
義
塾
大

学
医
学
部
整
形
外
科
学
教
授

松
本
守
雄
氏
の
監
修
を
受
け

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
遺

障
害
の
問
題
は
、
医
学
的
検

討
が
必
須
で
あ
る
。
医
学
者

の
監
修
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
医
学
的
裏
づ
け
の
あ
る
解

説
と
な
っ
て
お
り
、
主
張
お

よ
び
判
断
の
問

題
点
が
よ
り
明

確
と
な
っ
て
い

る
。

　
ま
た
、
判
例
の
紹
介
と
解

説
に
は
、
判
例
カ
ー
ド
式
に

判
決
の
要
旨
と
要
点
を
コ
ン

パ
ク
ト
に
記
述
す
る
も
の

と
、
比
較
的
詳
細
に
記
述
す

る
も
の
と
が
あ
る
が
、
同
章

の
解
説
は
後
者
に
当
た
り
、

著
書
独
自
の
分
析
と
解
説
手

法
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い

る
。

　
判
例
を
解
説
す
る
基
本
的

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
事
故
発
生

状
況
、
傷
害
の
内
容
と
程

度
、
症
状
の
推
移
、
後
遺
障

害
の
評
価
な
ど
を
確
認
し
な

が
ら
検
討
す
る
も
の
で
、
そ

の
方
法
に
よ
り
、
事
故
と
傷

害
の
整
合
性
、
症
状
推
移
の

妥
当
性
な
い
し
疑
問
点
、
残

遺
し
た
後
遺
障
害
の
評
価
な

ど
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁

判
例
の
う
ち
、
著
書
は
、
い

く
つ
か
の
判
例
に
つ
い
て

「
賛
成
で
き
な
い
」
あ
る
い

は
「
違
和
感
を
覚
え
る
」
と

し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

著
者
の
疑
問
は
、
自
動
車
工

学
や
医
学
的
知
見
か
ら
提
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
賛
同
す
る
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
指
摘

は
極
め
て
参
考
に
な
る
も
の

だ
と
言
え
る
。

　
最
後
に
、
第
３
章
「
異
議

申
立
」
で
は
、
後
遺
障
害
認

定
に
異
議
が
あ
る
場
合
の
申

立
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
や

認
否
の
事
由
な
ど
を
検
討
し

て
い
る
。

　
異
議
申
立
に
は
、
傷
害
事

案
と
後
遺
障
害
事
案
が
あ

る
。
傷
害
事
案
に
お
い
て

は
、
認
否
の
事
由
と
し
て
の

軽
微
物
損
の
ほ
か
、
治
療
開

始
の
遅
れ
、
治
療
の
中
断
、

症
状
の
増
悪
・
新
た
な
症
状

の
発
現
、
常
時
性
疼
痛
、
骨

折
後
の
症
状
と
い
う
各
論
点

に
分
け
て
検
討
を
加
え
、
調

査
確
認
の
要
点
に
つ
い
て
解

説
を
加
え
て
い
る
。

　
同
章
で
は
、
さ
ら
に
、
６

つ
の
認
定
変
更
（
非
該
当
か

ら
14
級
９
号
へ
の
変
更
な

ど
）
の
事
例
を
参
考
事
例
と

し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
各

事
例
は
、
判
例
を
参
考
と
し

て
創
作
し
た
も
の
で
、
実
際

の
事
例
で
は
な
い
が
、
内
容

に
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
策
定

さ
れ
て
お
り
、
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
ー
の
形
を
と
っ
て
い

る
。

　
交
通
事
故
の
傷
害
に
よ
っ

て
生
じ
る
後
遺
障
害
に
つ
い

て
、
各
事
例
と
類
似
の
事
例

は
数
多
い
と
考
え
ら
れ
、
実

際
の
異
議
申
立
の
方
策
と
し

て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
特
に
、
異
議
申
立
書
や

日
常
生
活
状
況
報
告
書
、
医

師
の
意
見
書
な
ど
は
、
具
体

的
資
料
の
例
と
し
て
大
い
に

活
用
で
き
る
も
の
で
あ
ろ

う
。

　
後
遺
障
害
の
問
題
を
検
討

し
た
書
籍
は
数
多
い
が
、
本

書
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
こ

れ
ま
で
の
裁
判
例
に
お
い
て

争
わ
れ
た
事
例
を
用
い
て
、

後
遺
障
害
認
定
の
可
否
や
認

定
の
差
異
を
具
体
的
に
検
討

し
た
点
に
お
い
て
大
き
な
特

徴
が
あ
る
。
本
書
は
、
相
談

実
務
に
携
わ
る
事
故
相
談
担

当
者
や
損
保
・
共
済
社
員
、

損
保
代
理
店
、
弁
護
士
、
司

法
書
士
、
行
政
書
士
等
の
方

々
に
と
っ
て
極
め
て
参
考
に

な
る
も
の
と
確
信
し
て
い

る
。
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認
定
の
可
否
や
差
異
な
ど
具
体
的
に
検
討

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
で

は
こ
の
ほ
ど
、
同

社
が
実
施
す
る

「
観
光
事
業
振
興

に
向
け
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
・
イ
ベ
ン
ト
の

開
催
、
医
療
機
関

か
ら
の
取
引
信
用

保
険
の
引
受
」

が
、
内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事

務
局
が
運
営
す
る
「
平
成

29
年
度
地
方
創
生
に
資
す

る
金
融
機
関
等
の
『
特
徴

的
な
取
組
事
例
』
」
に
認

定
さ
れ
、
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
（
地
方
創
生
担

当
）
表
彰
を
受
け
た
。

　
２
月
14
日
に
は
、
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
室
で
表

彰
式
が
行
わ
れ
、
梶
山
弘

志
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
地
方
創
生
担
当
）
か
ら

金
杉
恭
三
社
長
へ
表
彰
状

が
贈
ら
れ
た
。

　
同
社
は
、
２
０
１
６
年

に
「
地
方
創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
地

方
公
共
団
体
や
地
域
金
融

機
関
等
の
地
方
創
生
取
り

組
み
へ
の
支
援
を
開
始
。

地
域
の
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
」
に
係
る
課
題
解

決
に
役
立
つ
メ
ニ
ュ
ー
を

提
供
し
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
観
光
振
興

で
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行

者
の
大
幅
な

増
加
を
踏
ま

え
、
地
域
の

観
光
関
連
企

業
へ
先
端
ノ

ウ
ハ
ウ
を
伝

え
る
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
・
イ

ベ
ン
ト
を
全

国
各
地
で
開

催
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
訪
日
外
国
人
旅

行
者
が
医
療
機
関
で
受
診

し
た
際
の
診
療
費
の
窓
口

負
担
未
収
金
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
医
療
機

関
の
取
引
信
用
保
険
を
引

き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

外
国
人
観
光
客
の
受
入
態

勢
の
安
定
化
に
寄
与
す
る

取
り
組
み
を
進
め
て
き

た
。

　
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同

和
損
保
で
は
今
後
も
、
同

社
が
行
動
指
針
に
掲
げ
る

「
地
域
密
着
」
を
具
体
化

す
る
た
め
に
、
地
域
の
観

光
事
業
振
興
や
全
国
の
地

方
創
生
取
り
組
み
を
積
極

的
に
支
援
し
、
地
域
社
会

や
地
域
企
業
に
貢
献
す
る

取
り
組
み
を
継
続
し
て
い

く
と
し
て
い
る
。

地
方
創
生
の
取
組
で
大
臣
表
彰

地
域
の
外
国
人
観
光
客
受
入
を
支
援

あいおいニッセイ同和損保

梶山特命担当大臣（地方創生担
当）〈右〉と金杉社長


